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令和６年度 第３回米原市介護保険運営協議会 議事概要 

 

日時：令和７年３月17日（月） 

午後７時00分～７時55分 

場所：米原市役所本庁舎 コンベンションホール 

 

１．開  会 

事 務 局：皆さん、こんばんは。本日は令和６年度第３回米原市介護保険運営協議会を御案内

させていただきましたところ、公私ともに御多用の中、御出席いただきましてありがとう

ございます。定刻となりましたので、ただいまより会議を始めさせていただきます。まず、

開会に当たりまして、会長より御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

２．あいさつ 

会  長：皆さん、こんばんは。暖かくなったと思ったらまた寒くなり、また暖かくなると今

度は花粉が飛ぶという体調管理が難しい時期ですが、いかがでしょうか。本日は、報告事

項がたくさんありますので、早速議事に入っていきたいと思います。皆さんよろしくお願

いいたします。 

 

事 務 局：本日は15名の委員中、15名の委員の皆様の御出席で、半数以上の出席をいただいて

おります。米原市介護保険条例施行規則第30条第２項の規定により、本会議が成立してい

ることを御報告させていただきます。それでは、これより会議を始めさせていただきます

が、会議を始める前に資料の確認をさせていただきます。 

 

＜資料確認＞ 

 

事 務 局：それでは、これからの会議の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。

会長、よろしくお願いいたします。 

 

３．協議・報告事項 

会  長：それでは次第に基づいて、会議を進めていきたいと思いますので、皆さま御協力よ

ろしくお願いいたします。では、「（１）認定状況の推移について」の説明を事務局よりお

願いいたします。 
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（１）認定状況の推移について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 

 

会  長：ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明につきまして、御質問や御意

見はございますでしょうか。 

 

委  員：要支援１・２および要介護１の比較的軽度者は増加傾向にあり、要介護４・５の重

度者は減少傾向にあるという説明でしたが、これはどう理解したらよいですか。 

 

事 務 局：重度者につきましては、自然減、亡くなっておられる方が多く、軽度者は介護保険

制度が浸透しているということもあり、早い段階で認定申請を受けられてサービスに繋が

っているという形で理解いただきたいと思います。 

 

委  員：軽度者が増えているということは、重度者になる可能性があるということで、今後

介護給付費がますます増大していくと理解したらよいですか。 

 

事 務 局：このままですと、介護給付費が増大していくと予想されますので、介護予防の取組

を推進し重度化を防ぐことが重要であると考えています。 

 

委  員：重度化を防ぐために介護予防に予算を使うということを考えていただきたいと思い

ます。 

 

委  員：認定状況の推移は、米原市全体ですが、４地域の差というのはありますか。 

 

事 務 局：伊吹地域は高齢化率が高く、近江地域は高齢化率が低いというように地域差はある

と思います。 

 

会  長：ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、次の「（２）令和６年度介護給付

費および地域支援事業実施状況について」の説明を事務局よりお願いいたします。 



 

3 

 

（２）令和６年度介護給付費および地域支援事業実施状況について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 

 

会  長：ありがとうございました。今の事務局からの説明につきまして、御質問や御意見は

ございますでしょうか。 

 

委  員：介護保険事業計画で、地域密着型通所介護は、令和６年度利用者数255人、利用回数

2,729回ですが、令和６年度の実績見込みと令和７年度の当初予算に対する見込みを教えて

ください。 

 

事 務 局：令和６年度の実績見込みは、3,045回になります。令和７年度の当初予算に対しては、

実績等を基に積算しています。 

 

委  員：介護保険事業計画の数値よりも若干増えてきているということですか。 

 

事 務 局：そのとおりです。 

 

会  長：ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、次の「（３）介護保険サービス利

用の他市町との比較について」の説明を事務局よりお願いいたします。 

 

（３）介護保険サービス利用の他市町との比較について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 

 

会  長：ありがとうございました。今の事務局からの説明につきまして、御質問や御意見は

ございますでしょうか。要は、高齢者が多くなり、重度の要介護者が増えると介護給付費

が高くなってしまうということです。 

 

委  員：１人当たりの給付月額が高いということは、たくさんサービスを利用されていると

いうことですか。 
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事 務 局：そういうことになります。 

 

委  員：表の認定者数は、いつ時点ですか。 

 

事 務 局：こちらの表は、厚生労働省の「介護保険事業状況報告」を基にしています、見える

化システムから抽出しておりますので、令和６年時点ではありますが、それ以上詳細な時

点は分かりません。 

 

会  長：ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、次の「（４）自立支援・重度化防

止等の取組状況について」の説明を事務局よりお願いいたします。 

 

（４）自立支援・重度化防止等の取組状況について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 

 

会  長：ありがとうございました。今の事務局からの説明につきまして、御質問や御意見は

ございますでしょうか。 

 

委  員：小・中学生の認知症の学習機会の確保で、養成したサポーターの数が目標値60人に

対して、実績見込み145人になっていますが、大幅に増えた理由は何ですか。 

 

事 務 局：柏原中学校と伊吹山中学校の全学年を対象に実施しましたので、目標値に対して実

績見込みが多くなっています。 

 

会  長：ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、次の「（５）介護サービス事業所

の指定・更新状況について」の説明を事務局よりお願いいたします。 

 

（５）介護サービス事業所の指定・更新状況について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 
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会  長：ありがとうございました。今の事務局からの説明につきまして、御質問や御意見は

ございますでしょうか。 

 

会  長：特にないようでしたら、次の「（６）令和７年度総合事業（通所型・訪問型サービス）

変更点について」の説明を事務局よりお願いいたします。 

 

（６）令和７年度総合事業（通所型・訪問型サービス）変更点について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 

 

会  長：ありがとうございました。今の事務局からの説明につきまして、御質問や御意見は

ございますでしょうか。 

 

会  長：特にないようでしたら、次の「（７）介護保険運営協議会委員の任期と介護保険事業

計画の計画期間について」の説明を事務局よりお願いいたします。 

 

（７）介護保険運営協議会委員の任期と介護保険事業計画の計画期間について 

事 務 局：＜資料に基づき説明＞ 

 

会  長：ありがとうございました。今の事務局からの説明について、御質問や御意見はござ

いますでしょうか。特にないようでしたら、「４ その他」として事務局から何かございま

したらお願いいたします。 

 

４．そ の 他 

事 務 局：特にありません。 

 

会  長：ありがとうございます。これで本日の議事の検討は終了したいと思います。皆さま

ありがとうございました。後は事務局にお願いいたします。 

 

５．閉  会 

事 務 局：会長、進行ありがとうございました。それでは、閉会に当たり、くらし支援部長よ
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り御挨拶を申し上げます。 

 

くらし支援部長：委員の皆様におかれましては、長時間にわたりまして慎重に御審議いただき、

誠にありがとうございました。本日は、本市の現状であります、全国、滋賀県や県内他市

町と比較して、高齢化率、認定率や給付月額が高いという状況を説明させていただきまし

た。このような現状を踏まえまして、来年度は、「いきいき高齢者プランまいばら 第10期

介護保険事業計画／高齢者福祉計画」の実態調査を行うことになります。本日の会議でも

説明しましたように、計画のサイクルとしましては、１年目に課題把握・論点整理を行い、

２年目に実態調査、３年目に計画検討・策定となります。委員の皆様には、任期１年延長

の趣旨を御理解いただき、第10期介護保険事業計画策定に向けて、今後とも忌憚の無い御

意見を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただき

ます。本日はありがとうございました。 

 

事 務 局：ありがとうございました。来年度につきましては、年３回の運営協議会を開催する

予定です。また御案内をさせていただきますので、御出席いただきますようよろしくお願

いします。外は暗くなっておりますのでお気を付けてお帰りください。本日はどうもあり

がとうございました。 

 

以 上 


